
市街化調整区域における企業誘致の取組 

（都市計画法３４条産業系１２号）について 
 

１.制度整備から企業立地までの流れ  

市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の改正（令和２年１２月２４日） 

↓  

市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則の改正（令和２年１２月２４日） 

指定運用方針の策定（令和３年１月２２日）                別紙のとおり 

↓ 

土地利用に関する計画書の策定 

 市総合計画の基本構想に基づき、土地利用に関する計画を策定 

↓ 

都市計画審議会への諮問、必要に応じて県開発審査会への意見聴取 

↓ 

告示（指定） 

 指定した区域と用途を告示 

↓ 

事業者から、当該指定区域への開発許可申請を受け付け、許可となれば、企業の立地が可能

となる。 

 

２.区域指定の要件となる道路  

指定運用方針「６建築物の用途及び区域指定の要件」の流通業務・工業施設における道

路要件に該当する道路は以下のとおり 

 

整備済み道路（整備中含） 幅員 12ｍ以上 

整備済み道路         幅員  7ｍ以上 

未整備道路          幅員 12ｍ以上 

（参考）該当する道路から 250mの範囲 
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